
原材料価格高騰対応 緊急保証制度概要等

■ 制度内容
原材料価格の高騰 により経営環境が悪化し、必要事業資金の円滑な調達に等

支障を来している中小企業者に対し、保証限度額の別枠化を行う制度です。

■ 申込資格要件
以下のいずれかに該当する中小企業信用保険法第２条第４項第５号の認定を

受けた特定中小企業者。
（イ） に属する事業を行っており、最近３か月間の 前指定業種 平均売上高等が

年同期比マイナス３％以上の中小企業者。
（ロ）指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち２０％以上を占

める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転
嫁できていない中小企業者。

（ハ）指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間（算出困難な場合は
直近決算期）の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス
３％以上の中小企業者。

■ 保証限度額
２億８，０００万円
普通保険にかかる保証 ２億円以内
無担保保険にかかる保証 ８，０００万円以内
無担保無保証人保証 １，２５０万円以内
中小企業者が組合等の場合は、４億８，０００万円以内

（注）上記金額は一般保証の別枠

■ 対象資金
経営安定に必要な事業資金

■ 信用保証料率
基準保証料０．８％（徳島県信用保証協会は０．７％）

■ 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、市産業振興課に認定申請書２部（その他必要書

類を添付）を提出し、認定を受け、取扱金融機関または徳島県信用保証協会に
認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
なお、委任状により取扱金融機関が代理で申請することも可能です。

■ 申請・問い合わせは
小松島市産業建設部産業振興課
ＴＥＬ（０８８５）３２－３８０９



原材料価格高騰対応等緊急保証制度に係る中小企業
信用保険法第２条第４項第５号の認定事務取扱要領

小松島市

１ 認定基準について
中小企業信用保険法第２条第４項第５号の規定による経済産業大臣の指定を受け

た業種（以下「 」という ）に属する事業を行う小松島市内の中小企業で特定業種 。
以下に該当する者。

（イ）最近３か月間の平均売上高又は平均販売数量（建設業にあっては、完成工事高又
は受注残高 ）が前年同期比 減少していること。。 ３％以上

（ロ）売上原価のうち を占める原油等の仕入価格が 上昇しているにも20％以上 20％以上
かかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近３か月間の平均売
上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油
等の平均仕入価格の割合を上回っていること。

（ハ）最近３か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比 減少３％以上
していること （算出困難な場合は、直近期とその前期の決算書等で比較）。

※ 特定業種は、経済産業省告示「中小企業信用保険法第２条第４項第５号の特定業種指定に
ついて」によるものとします。特定業種の指定は３か月毎に更新されます。545業種に拡大

※ 最近３か月間は、申請月を含む６か月以内の連続する３か月間とします。

２ 認定申請手続について
（ ） （ ）（ ）（ ）１ 中小企業信用保険法第２条第４項第５号の規定による認定申請書 イ ロ ハ

に必要事項をご記入・押印のうえ、下記の必要書類を添付して小松島市産業振２通
興課担当窓口へ申請してください。
なお、本人以外の方が申請に来られる場合は、委任状が必要となります。

。※平成２０年１０月３１日から平成２２年３月３１日までに認定申請を行って下さい

法人の場合は社判・代表者印、個人の場合は実印をお持ちください。
共 通 ・ （ ）の原本又は写し決算書 確定申告書

５号（イ） ・ （個人の場合は ）の原本又は写し履歴事項全部証明書等 住民票
・ 最近３か月間及び前年同期の売上高を確認できる資料
（ ）損益計算書、月別試算表、売上台帳等

５号（ロ） ・ （個人の場合は住民票）の原本又は写し履歴事項全部証明書等
・ 最近３か月間及び前年同期の仕入価格と売上高を確認できる資料
（ ）月別損益計算書、月別試算表、売上台帳等

５号（ハ） ・ （個人の場合は住民票）の原本又は写し履歴事項全部証明書等
・ 最近３か月間及び前年同期の売上高、売上総利益と営業利益を確認
できる資料（ ）月別損益計算書、月別試算表、売上台帳等
※算出困難な場合は、直近期とその前期の決算書等

（２）認定書は、認定申請書に小松島市の公印を押印して交付いたします。なお、認定
事務は申請件数等により、多少日数がかかる場合があります。

（３）認定書（小松島市の公印を押印した認定申請書）は、保証付融資を申し込む際に
金融機関経由で信用保証協会に提出してください。※認定日から 日以内30

、 、 。なお 認定とは別に 金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります

【 】申請・お問い合わせは
（ ）小松島市産業建設部 産業振興課 企業振興・商工港湾担当

所在地：小松島市横須町１番１号 市役所４階
電 話：０８８５－３２－３８０９



認 定 権 者 記 載 欄

中小企業信用保険法第２条第４項第５号の規定による認定申請書（イ）

平成 年 月 日
小松島市長 殿稲田 米昭

申請者
住 所

氏 名 印

※いずれかを○で囲む
、 、（ ）私は 業を営んでいるが 下記のとおり 販売数量の減少・売上高の減少

が生じているため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２
条第４項第５号の規定に基づき 認定されるようお願いします。

記
売上高等

Ｂ－Ａ
Ｂ ×１００ 減少率 ． ％

Ａ：申込時点における最近３ヶ月間の月平均売上額等
円

Ｂ：Ａの期間に対応する前年の３ヶ月間の月平均売上額等
円

（留意事項）
① 本規定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
② 市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本規定の有効期間内に金融機関又は
信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

] ※申請書は２通必要です。［申請に必要な添付書類各１部
・決算報告書（確定申告書）の原本又は写し
・履歴事項全部証明書等（個人の場合は住民票）の原本又は写し
・最近３ヶ月間及び前年同期の売上高を確認できる資料
（損益計算書、月別試算表、売上台帳等）

小産第 号
平成 年 月 日

上記申請書のとおり、相違ないことを認定します。

（注）本認定書の有効期間：平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

稲 田 米 昭認定者名 小松島市長



認 定 権 者 記 載 欄

中小企業信用保険法第２条第４項第５号の規定による認定申請書（ロ）
平成 年 月 日

小松島市長 殿稲田 米昭
申請者
住 所

氏 名 印
（注１）
私は 業を営んでいるが、下記のとおり、主要原材料である原油及び

石油製品（以下「原油等」という ）の価格が著しく上昇しているにもかかわらず、製。
品等価格の引上げが著しく困難であるため、経営の安定に支障が生じておりますので、
中小企業信用保険法第２条第４項第５号の規定に基づき認定されるようお願いします。

記
原油等の仕入単価の上昇（注２）①

Ｅ
×１００－１００ 上昇率 ． ％e

Ｅ：原油等の最近１ヶ月間における平均仕入れ単価 円
：Ｅの期間に対応する前年１ヶ月間の平均仕入れ単価 円e
原油等が売上原価に占める割合（注２）②

Ｓ
Ｃ ×１００ 依存率 ． ％

Ｃ：申込時点における最新の売上原価 円
Ｓ：Ｃの売り上げ原価に対応する原油等の仕入れ価格 円
製品価格への転嫁の状況（注３）③

aＡ
Ｂ ×１００ ＝ Ｐ Ｐ＝ ． ％b

Ａ ：申込時点における最近３ヶ月間の原油等の月平均仕入価格 円
：Ａの期間に対応する前年３ヶ月間の原油等の月平均仕入価格 円a

Ｂ ：申込時点における最近３ヶ月間の月平均売上高 円
：Ｂの期間に対応する前年３ヶ月間の月平均売上高 円b

（注１） には、指定業種を入れる。 （注２）上昇率及び依存率が２０％以上。
（注３）Ｐ＞０となっていること。

（留意事項）
① 本規定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
② 市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本規定の有効期間内に金融機関又は
信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

] ※申請書は２通必要です。［申請に必要な添付書類各１部
・決算報告書（確定申告書）の原本又は写し
・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書等（個人の場合は住民票）の原本又は写し
・最近３ヶ月間及び前年同期の原油等の仕入価格と売上高を確認できる資料
（損益計算書、月別試算表、売上台帳等）

小産第 号
平成 年 月 日

上記申請書のとおり、相違ないことを認定します。

（注）本認定書の有効期間：平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

稲 田 米 昭認定者名 小松島市長



認 定 権 者 記 載 欄

中小企業信用保険法第２条第４項第５号の規定による認定申請書（ハ）
平成 年 月 日

小松島市長 殿稲田 米昭
申請者
住 所
氏 名 印

（注１） ※いずれかを○で囲む
私は 業を営んでいるが 下記のとおり ( 売上総利益率 ・営業利益率 )、 、 、

の減少が生じているため経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第
２条第４項第５号の規定に基づき認定されるようお願いします。

記

１ 売上総利益率（注２ （注３））
Ｂ－Ａ
Ｂ ×100 減少率 ． ％

Ａ：申込時点における[最近３か月間(ただし算出困難な場合は直近期の値)※]
の月平均売上総利益率 ※いずれかを○で囲む

． ％
Ｂ：Ａの期間に対応する前年同期の月平均売上総利益率

． ％
２ 営業利益率（注４）

Ｄ－Ｃ
Ｄ ×100 減少率 ． ％

Ｃ：申込時点における[最近３か月間(ただし算出困難な場合は直近期の値)※]
の月平均営業利益率 ※いずれかを○で囲む

． ％
Ｄ：Ｃの期間に対応する前年同期の月平均営業利益率

． ％
（注１） には、指定業種名を入れる。
（注２）上記１、２のいずれかを記載のこと。
（注３）売上総利益率（％）＝売上総利益÷売上高×１００

営業利益率 （％）＝営業利益 ÷売上高×１００
留意事項）（
① 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
② 市町村長又は特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信
用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

] ※申請書は２通必要です。［申請に必要な添付書類各１部
・決算報告書（確定申告書）の原本又は写し
・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書等（個人の場合は住民票）の原本又は写し
・最近３ヶ月間（算出困難な場合は直近決算期）及び前年同期の売上高及び売上総利益又
は営業利益を確認できる資料（損益計算書、月別試算表、売上台帳等）

小産第 号
平成 年 月 日

上記申請書のとおり、相違ないことを認定します。

（注）本認定書の有効期間：平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

稲 田 米 昭認定者名 小松島市長


